
 

 

審査情報提供事例について 

 

審査支払機関における診療報酬請求に関する審査は、健康保険法、療養担当規則、

診療報酬点数表及び関係諸通知等を踏まえ各審査委員会の医学的・歯科医学的見解に

基づいて行われています。 

一方、審査の公平・公正性に対する関係方面からの信頼を確保するため、審査にお

ける一般的な取扱いについて広く関係者に情報提供を行い、審査の透明性を高めるこ

ととしております。 

このため、平成１６年７月に「審査情報提供検討委員会」、平成２３年６月に「審査

情報提供歯科検討委員会」を設置し、情報提供事例の検討と併せ、審査上の一般的な

取扱いに係る事例について、情報提供を行ってまいりました。 

今後とも、当該委員会において検討協議を重ね、提供事例を逐次拡充することとし

ておりますので、関係者の皆様のご参考となれば幸いと考えております。 

なお、情報提供する審査の一般的な取扱いについては、療養担当規則等に照らし、

当該診療行為の必要性、用法・用量の妥当性などに係る医学的・歯科医学的判断に基

づいた審査が行われることを前提としておりますので、本提供事例に示された適否が、

すべての個別診療内容に係る審査において、画一的あるいは一律的に適用されるもの

ではないことにご留意ください。 

 

平成２３年９月 

 



１ 歯科疾患管理料 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、診療開始日から４か月以上経過した患者に対して、「Ｇ」病

名のみで、歯科疾患管理料のみの算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科疾患管理料は、継続的な管理を必要とする歯科疾患を有する患者（歯

の欠損症のみを有する患者を除く。）に対して病状が改善した疾患等の再発

防止及び重症化予防のための継続管理を評価したものであることから、歯肉

炎に対する一定の治療終了後に、患者の様態等によっては、継続的な管理の

みで再発防止及び重症化予防を行う場合もある。 

 

○ 留意事項 

処置等の算定がない歯科疾患管理料のみの算定が傾向的に見られる場合に

あっては、医療機関に対する照会が必要であると思われる。 



２ 歯科衛生実地指導料 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、実日数１日で抜歯を行った場合、他部位においてう蝕や歯周

疾患に係る病名がある時は、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

Ｂ００１‐２ 歯科衛生実地指導料の告示・通知に、「う蝕又は歯周病に

罹患している患者に対して、主治の歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

直接口腔内で１５分以上実地指導を行った場合に算定できる。」とあること

から、抜歯を行った当日であっても、直接口腔内での指導は可能であり、通

知に該当すると考えられる。 



３ 投薬 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「亜脱臼」又は「歯の亜脱臼」病名で、投薬の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯の亜脱臼であっても歯科医学的に必要な場合は、投薬を認める。 

 

○ 留意事項 

投薬する薬剤については、その適応や用法・用量を考慮して投薬すること。 



４ 歯髄保護処置 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内で「Ｃ→Ｐｕｌ」の移行病名で、間接歯髄保護処置後、

抜髄を行った場合、それぞれの算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯髄の保存・鎮静を図る目的で間接歯髄保護処置を行ったが、疼痛等が出

現し、やむを得ず抜髄に至ることは歯科医学的にあり得る。歯髄温存療法実

施後３月以内又は直接歯髄保護処置実施後１月以内に抜髄を行った場合には、

通常の抜髄と別途の所定点数が告示で定められているが、間接歯髄保護処置

については示されていない。この場合、間接歯髄保護処置を行った時点で抜

髄は予見できないため各々の算定は認められる。 



５ 歯周疾患処置 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、歯周疾患による急性症状時に症状の緩解を目的として、歯周

ポケット内へ特定薬剤の注入を行い、歯周疾患処置を算定した場合に、同時

に抗生剤を投薬した場合の費用の算定についても認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 急性症状の程度によっては、歯周ポケット内への特定薬剤の注入にあわせ、

抗生剤の投与が必要な場合も考えられる。 



６ 暫間固定 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、外傷による歯の亜脱臼の場合は、「亜脱臼」又は「歯の亜脱

臼」病名で暫間固定「困難なもの」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯が亜脱臼状態であっても外傷性による歯の脱臼と同様に暫間固定を必要

とすることは、歯科医学的な観点から、あり得る。Ｉ０１４ 暫間固定の通

知に「外傷性による歯の脱臼を暫間固定した場合は、「２困難なもの」によ

り算定する」と示されている。 



７ 口腔内消炎手術① 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内に日を異にして、切開と消炎後の抜歯が実施された場

合、切開に係る口腔内消炎手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 辺縁性歯周炎等の急性症状を緩解させた後、抜歯を行うことも必要な場合

がある。また歯肉膿瘍等に対して歯の保存を図る目的で消炎手術を行った後、

やむを得ず抜歯に至ることも考えられる。 

 

○ 留意事項 

抜歯前の口腔内消炎手術の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療

機関に対する照会が必要であると思われる。 



８ 口腔内消炎手術② 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「萌出性歯肉炎」病名での、口腔内消炎手術にある「智歯周

囲炎の歯肉弁切除等」の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科医学的な観点から、萌出性歯肉炎であっても、歯肉弁切除を必要とす

ることもある。 



９ う蝕歯即時充填形成 
 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、再度初診となった場合、前回充填した同一部位に対し、６か

月以内の再度のう蝕歯即時充填形成の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 再初診の算定要件を満たす場合には、新たな疾患が生じ受診したものと考

えられることから、同一部位へのう蝕歯即時充填形成は歯科医学的にあり得

ると考えられる。 

 

○ 留意事項 

再初診の算定要件に留意するとともに、６か月以内の再度のう蝕歯即時充

填形成の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機関に対する照会が

必要であると思われる。 



１０ 金属小釘 

 

《平成２３年９月２６日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、う蝕歯即時形成に伴う充填に際し、金属小釘を用いた場合は、

金属小釘料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 金属小釘の算定については、Ｍ００９ 充填の通知において、「金属小釘

を使用した場合は充填に係る保険医療材料料と金属小釘料との合計により算

定する。」とあることや歯科医学的にも窩洞の形態等によっては金属小釘に

維持を求める場合もあることから、金属小釘の算定は認められる。 

 

○ 留意事項 

金属小釘の使用については、その必要性を十分に考慮して行うものである。 



１１ 歯科衛生実地指導料② 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、初診月において、「Ｇ」病名のみで歯周組織検査の算定がな

い場合であっても、歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯周組織検査の算定がない場合であっても、Ｇ病名の診断は可能であるこ

とから、歯肉炎に罹患している患者に対する歯科衛生実地指導料の算定は認

められる。 



１２ 歯科衛生実地指導料③ 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「ダツリ，Ｃ」病名で、う蝕処置と再装着のみで治療が終了

する場合の歯科衛生実地指導料の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

  歯科衛生実地指導料は、う蝕又は歯周疾患に罹患している患者に対して算

定できるものであり、う蝕処置を行い、再装着のみの処置であっても、う蝕

の発生抑制のための指導を行うことは歯科医学的にもあり得ることから、算

定は認められる。 



１３ 歯周組織検査 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「歯石沈着症（ＺＳ）」病名のみに対しては、歯周組織検査

の算定は認めない。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯石沈着症（ＺＳ）は、学術的にも明確な定義がないことや、病態等では

なく、単に歯石沈着という状態を示していることから、この病名だけで、歯

周病の症状の把握や治療方針等の検討を行う歯周組織検査の算定は適切でな

いと考えられる。 

 



１４ 咬合調整 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、画像診断の算定のない、「咬合性外傷」病名での歯冠形態修

正による咬合調整の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的観点から、歯冠形態修正による咬合調整を行うにあたっては、

必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。 

 



１５ 抜歯前提の消炎拡大処置と口腔内消炎手術 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同月内において「Ｐｅｒ,ＡＡ」病名で抜歯予定の消炎拡大と

切開との併算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的観点から、骨膜下の膿瘍に対する、抜歯予定の消炎拡大と切開

については、別々の治療行為であると考えられる。 

 



１６ 歯周疾患処置② 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、同一診療月で同一歯に対して、「Ｐ急発」病名で歯周疾患処

置のみを行い、後日抜歯に至った場合、当該歯周疾患処置の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 抜歯に至ったとしても、それ以前に実施された歯周疾患処置は、急性症状

を軽減させるための消炎処置であることから、歯科医学的にはあり得るもの

と考えられる。 

 

○ 留意事項 

抜歯前の歯周疾患処置の算定が傾向的に見られる場合にあっては、医療機

関に対する照会が必要であると思われる。 

 



１７ 歯槽骨整形手術 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、「Ｐｅｒ→歯槽骨鋭縁」の移行病名において、同月内に日を

異にして実施された抜歯手術と同一部位の歯槽骨整形手術の算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 抜歯手術後に、日をおいて歯槽骨整形手術を行うことは歯科医学的にあり

得ることから、日を異にした場合のそれぞれの算定は認められる。 

 



１８ 口腔内消炎手術③ 

 

《平成２４年２月２７日新規》 

 

○ 取扱い 

 原則として、粘膜下に歯冠を触知するような萌出困難な歯に対して開窓術

を行った場合は、同一初診中に画像診断がないものであっても、「Ｊ０１３ 

口腔内消炎手術 １ 智歯周囲炎の歯肉弁切除等」での算定を認める。 

 

○ 取扱いを定めた理由 

 歯科医学的な観点から粘膜下に歯冠を触知できる萌出困難な歯の開窓術に

ついては、必ずしも画像診断の必要はないものと考えられる。 
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